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【
花
粉
症
対
策
】花
粉
の
飛
散
の
多
い
日
は
外
出
を
控
え
め
に
。午
後
1
時
～
3
時
頃
が
花
粉
の
飛
ぶ
時
間
帯
で
す
。

児
童
医
療
費
助
成
制
度
に
つ
い
て

　

お
子
さ
ま
が
病
気
や
ケ
ガ
で
医
療
機
関
等
を
受
診
し
た

際
の
医
療
費
の
う
ち
『
保
険
診
療
分
の
自
己
負
担
金
』
に

つ
い
て
助
成
を
し
ま
す
。

●
助
成
対
象
者

　

上
三
川
町
に
住
所
の
あ
る
、
中
学
校
3
年
生
ま
で
（
15

歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
3
月
31
日
ま
で
）
の
児
童

●
助
成
対
象
期
間

　

出
生
日
（
ま
た
は
転
入
日
）
か
ら
中
学
校
3
年
生
ま
で

（
ま
た
は
転
出
日
の
前
日
ま
で
）

●
助
成
対
象
と
な
る
医
療
費

　

保
険
診
療
が
適
用
さ
れ
た
医
療
費
の
自
己
負
担
金

　

※�

保
険
適
用
で
な
い
予
防
接
種
や
証
明
料
等
、
入
院
時

の
食
事
療
養
費
、
学
校
管
理
下
で
発
生
し
た
ケ
ガ
等

で
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
の
災
害
共
済
給
付

を
受
け
ら
れ
る
医
療
費
は
対
象
外
で
す
。

　

※�

高
額
療
養
費
や
付
加
給
付
（
保
険
組
合
に
よ
り
異
な

り
ま
す
）
に
該
当
し
た
場
合
、
給
付
を
受
け
た
額
を

差
し
引
い
て
助
成
し
ま
す
。

●
助
成
の
流
れ

・�

栃
木
県
内
の
医
療
機
関
等
を
受
診
す
る
場
合
（
現
物
給

付
）

　

受
給
資
格
証
と
児
童
の
健
康
保
険
証
を
窓
口
で
提
示
す

る
こ
と
で
、
保
険
診
療
分
の
自
己
負
担
金
に
つ
い
て
、
窓

口
で
の
支
払
い
が
な
く
な
り
ま
す
。

・�

栃
木
県
外
の
医
療
機
関
等
を
受
診
す
る
場
合
や
、
受
給

資
格
証
の
提
示
を
し
な
か
っ
た
場
合
（
償
還
払
い
）

　

窓
口
に
て
保
険
診
療
分
の
自
己
負
担
金
を
お
支
払
い
く

だ
さ
い
。
そ
の
後
、
診
療
日
の
翌
月
1
日
か
ら
1
年
以
内

に
福
祉
課
（
窓
口
ま
た
は
郵
送
）
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
（
1
年
を
経
過
す
る
と
、
申
請
で
き
ま
せ
ん
）
。

【
必
要
な
も
の
（
窓
口
で
の
申
請
）
】

・
児
童
医
療
費
助
成
申
請
書

・
医
療
機
関
等
で
発
行
し
た
領
収
書

　

…�

受
診
者
名
、
保
険
点
数
（
保
険
診
療
金
額
）
、
負
担

割
合
、
診
療
科
目
、
入
院
・
外
来
の
別
が
記
載
さ
れ

て
い
る
も
の
。

　

�　

�

右
記
領
収
書
が
な
い
場
合
、
医
療
機
関
等
に
よ
る
保

険
診
療
分
の
証
明
が
必
要
で
す
（
助
成
申
請
書
に
記

載
欄
が
あ
り
ま
す
）
。

・
受
給
資
格
証

・
児
童
の
健
康
保
険
証

・�

受
給
資
格
者
名
義
の
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の
（
預
金

通
帳
等
）

・
印
か
ん

※�

そ
の
他
、
別
途
書
類
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

（
限
度
額
適
用
認
定
証
の
コ
ピ
ー
、
高
額
療
養
費
及
び

付
加
給
付
の
支
給
決
定
通
知
書
等
）
。

●
助
成
金
の
支
払
い

　

毎
月
月
末
ま
で
の
受
付
分
を
、
そ
の
翌
月
の
25
日
（
土

日
祝
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
）
に
受
給
資
格
者
の
口
座
に

振
り
込
み
い
た
し
ま
す
。

※�

助
成
額
の
決
定
通
知
書
等
は
発
行
い
た
し
ま
せ
ん
の

で
、
通
帳
記
帳
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
登
録
手
続
き
に
つ
い
て

　

お
子
さ
ま
が
生
ま
れ
た
と
き
や
上
三
川
町
に
転
入
さ
れ

た
と
き
等
に
、
受
給
資
格
証
を
交
付
し
ま
す
。
住
民
生
活

課
窓
口
に
て
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
必
要
な
も
の
】

・
児
童
の
健
康
保
険
証

・
印
か
ん

◇
受
給
資
格
証
の
色
◇

◇
受
給
資
格
証
例
◇

児
童
の
年
齢

受
給
資
格
証
の
色

0
歳
〜
未
就
学
児

ピ
ン
ク
色

小
学
生
〜
中
学
生

ベ
ー
ジ
ュ
色

印

児�童�医�療�費�受�給�資�格�証
公 費 番 号

受 給 者 番 号

資
格
者

受

給

氏 名 上三川　太郎　　　　　　　　　　　　　　男

住 所
栃木県河内郡上三川町
しらさぎ一丁目１番地

児

童

氏 名 上三川　花子　　　　　　　　　　　　　　女
生 年 月 日 平成×年×月×日

住 所
栃木県河内郡上三川町
しらさぎ一丁目１番地

加

入

保

険

被 保 険 者
氏 名

上三川　太郎

記 号 番 号 ○○○○　○○○
保 険 者
名 称

１２３４５６７８　
××××健康保険組合

保 険 者 の
所 在 地

受 給 対 象
未就学児 栃木県内の医療機関等現物給付

有効期間
平成 27年�4 月�1 日�から
平成�○�年�3 月 31日�まで

平成 27年�4 月�1 日

栃木県河内郡上三川町長
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【
花
粉
症
対
策
】外
出
時
は
帽
子・メ
ガ
ネ・マ
ス
ク
な
ど
を
身
に
つ
け
て
花
粉
が
目
や
鼻
に
入
ら
な
い
よ
う
に
。

医
療
費
適
正
化
の
た
め
、
正
し
い
受
診
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
！

～
整
骨
院
・
接
骨
院
で
柔
道
整
復
師
の
施
術
を
受
け
る
と
き
～

　

整
骨
院
や
接
骨
院
は
国
家
資
格
を
持
つ
柔
道
整
復

師
が
施
術
す
る
施
設
で
す
。
負
傷
原
因
や
症
状
等
に

よ
っ
て
国
民
健
康
保
険
が
使
え
る
場
合
と
使
え
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
国
民
健
康
保
険
が
使
え
る
場
合

・
外
傷
性
の
ね
ん
ざ
、
打
撲
、
肉
離
れ
な
ど

・
骨
折
、
脱
臼
（
応
急
手
当
を
除
き
、
医
師
の
同
意

が
必
要
で
す
）

○
国
民
健
康
保
険
が
使
え
な
い
場
合

・
単
な
る
疲
れ
や
肩
こ
り
、
筋
肉
痛

・
内
科
的
疾
患
に
よ
る
痛
み
や
こ
り

・�

仕
事
中
や
通
勤
途
中
に
起
き
た
負
傷
（
労
災
保
険

か
ら
給
付
に
な
り
ま
す
）

～
施
術
を
受
け
る
と
き
の
注
意
～

○
負
傷
原
因
を
正
確
に
伝
え
て
く
だ
さ
い
。

　

外
傷
性
の
負
傷
で
な
い
場
合
は
、
国
民
健
康
保
険

は
使
え
ま
せ
ん
。
何
が
原
因
で
負
傷
し
た
の
か
を
正

し
く
伝
え
ま
し
ょ
う
。

○
医
療
機
関
と
の
重
複
受
診
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

同
一
部
位
の
負
傷
に
つ
い
て
、
同
時
期
に
柔
道
整

復
師
に
よ
る
施
術
と
医
療
機
関
で
の
治
療
を
重
複
し

て
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
、
原
則

的
に
柔
道
整
復
師
の
施
術
料
は
全
額
自
己
負
担
と
な

り
ま
す
。�

○�

療
養
費
支
給
申
請
書
は
必
ず
自
分
で
署
名
し
ま

し
ょ
う
。

　

療
養
費
支
給
申
請
書
は
、
患
者
さ
ん
が
柔
道
整
復

師
に
国
保
の
医
療
費
の
請
求
を
委
任
す
る
も
の
で

す
。
申
請
書
の
内
容
を
確
認
し
、
必
ず
自
分
で
署
名

を
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
（
ケ
ガ
な
ど
が
原
因

で
や
む
を
得
ず
代
筆
し
て
も
ら
っ
た
場
合
は
押
印
も

必
要
で
す
。
）

○�

施
術
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
、
医
師
の
診
断
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

　

長
期
間
施
術
を
受
け
て
も
痛
み
が
続
く
場
合
に

は
、
負
傷
が
原
因
で
な
く
内
科
的
要
因
も
考
え
ら
れ

ま
す
の
で
、
医
師
の
診
断
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

●�

受
給
資
格
証
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
紛
失
・

汚
損
し
た
と
き
に
は
受
給
資
格
証
の
再
交
付
を
い
た
し

ま
す
の
で
、
福
祉
課
窓
口
に
て
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

【
必
要
な
も
の
】

・
児
童
の
健
康
保
険
証

・
印
か
ん

・
受
給
資
格
証
（
手
元
に
あ
る
場
合
）

●�

そ
の
他
、
ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
左
記
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い

（
例
）

・�

健
康
保
険
証
を
持
た
ず
に
受
診
し
、
保
険
が
適
用
さ
れ

ず
医
療
費
を
10
割
（
1
0
0
％
）
自
己
負
担
し
た

・�

弱
視
、
斜
視
、
先
天
性
白
内
障
術
後
屈
折
矯
正
の
治
療

用
眼
鏡
を
作
っ
た

・
コ
ル
セ
ッ
ト
等
の
治
療
用
装
具
を
作
っ
た

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

福
祉
課　

子
ど
も
・
子
育
て
係

　

☎
56
9
1
3
0

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

保
険
課　

国
保
年
金
係

　

☎
56
9
1
3
4


